
1 

 

 

 

 

 

 

上河内地区・河内地区 土砂災害ハザードマップの改訂について 

 

 

１ 概要 

（１） 土砂災害ハザードマップの目的 

 地震や昨年発生した台風第１９号などの豪雨により土砂災害の恐れのある区域につい

て，土砂災害防止法の第８条第３項により，住民に対して土砂災害に関する情報の伝達方

法や避難施設その他の避難場所及び避難経路に関する事項など，円滑な避難をする上で必

要な事項を周知するもの 

 

（２） 改訂の理由 

   土砂災害防止法の第４条第１項により，栃木県が平成３０年度に大規模な基礎調査（急

傾斜地の崩壊等の恐れがある土地の地形の調査）を実施し，その結果に基づき令和元年５

月に新たな土砂災害警戒区域等を指定・公表したことから，本市の土砂災害ハザードマッ

プの改訂を行うもの 

  

２ 改訂の経過 

   平成１９年度  現行の土砂災害ハザードマップ公表 

   平成３０年度  栃木県にて上河内地区，河内地区の基礎調査実施 

           栃木県，市河川課により関係自治会への説明会実施 

   令和元年度   栃木県が新たな土砂災害警戒区域等の指定・公表 

 

３ 県の土砂災害警戒区域等の公表内容（別紙１参照） 

・土砂災害警戒区域の追加指定箇所 

・前回の基礎調査時より航空写真，地図の精度が上がったため４２箇所の区域が追加 

・対策工事，土地の改変があった区域の変更による再指定 

 

 

 

 

 

令和２年 ２月 ２８日 

建設部河川課 

行政経営部危機管理課 
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４ 土砂災害ハザードマップの主な改訂点（別紙２参照） 

 （１）栃木県の取組 

   ・新たな土砂災害警戒区域の追加指定（赤枠） 

⇒栃木県による追加指定に伴って４２箇所をハザードマップ上に追加 

   ・土砂災害警戒区域の再指定（青枠） 

    ⇒栃木県による再指定に伴って４箇所の土砂災害警戒区域を修正 

 （２）本市の取組 

・避難所の見直し（緑丸） 

⇒８箇所（立伏公民館，白沢小学校，白沢甲部公民館，白沢南公民館，岡本北小学校， 

根古屋公民館，岡本小学校，北組公民館を別の避難所に変更） 

   ・関係各課から提供された情報の反映（青丸） 

⇒６箇所（浸水被害箇所を追加） 

    

５ 今後のスケジュール 

       ２月２８日  公表 

       ３月上旬   市民への配布（区域内の市民への配布， 

地区市民センター等での配布） 

              関係自治会等への説明 

                

  ※令和２年度上河内地区・河内地区以外の市内全地区において土砂災害ハザードマップ    

改訂予定 



 
 

栃木県の公表内容について 

 

１ 土砂災害警戒区域の追加指定箇所 

 
 

改訂前 改訂後 差 

上河内地区 

急傾斜地  

の崩壊 
５５ ８４ ＋２９ 

土石流 ４２ ４３ ＋１ 

河内地区 

急傾斜地  

の崩壊 
１５ ２６ ＋１１ 

土石流 ６ ７ ＋１ 

合計 
 

１１８ １６０ ＋４２ 

   ※基礎調査を実施する際に，栃木県の方で土砂災害の恐れがある箇所を航空写真や地図で 

ある程度選定してから調査をしており，前回の基礎調査時より航空写真，地図の精度が 

上がったため４２箇所の区域が追加された。 

     

     

 ２ 対策工事，土地の改変があった区域の変更による再指定 

    令和元年５月以前に指定されていた土砂災害警戒区域で，対策工事が実施された区域，急傾 

斜地そのものがなくなった区域を調査し再指定された。 

・吹上ⅡＤ（宮山田町）⇒宇都宮土木事務所にて砂防工事を実施し，工事完了に伴い区域の 

変更となった。 

・町田ⅡＣ（宮山田町）⇒隣接する採石場の拡大に伴い斜面が消失したため，２箇所あった区

域の内，１箇所のみ区域の指定が解除となった。 

・今里沢（今里町）⇒宇都宮土木事務所にて砂防工事を実施し，工事完了に伴い区域の 

変更となった。 

・上金山沢（宮山田町）⇒宇都宮土木事務所・県東環境森林事務所にて砂防工事を実施し， 

工事完了に伴い区域の変更となった。 

計 ４箇所 

別紙１ 



羽黒地区（１）
　　№１

羽黒地区（２）
　　№２

羽黒地区（３）
　　№３

羽黒地区（４）
　　№４

田原地区（２）
　　№７

田原地区（１）
　　№６

白沢・岡本地区　№８

岡本地区　№９

芦沼地区　№５






















